
⽇経新聞掲載名︓ニッポン世無

※8ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

当資料は9ページ組となります 2025年12⽉30⽇現在
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基準価額、パフォーマンス等の状況

基準価額・純資産総額の推移 基準価額・純資産総額

騰落率（税引前分配⾦再投資、％）

分配の推移（１万口当たり、税引前、円）

※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。
※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
※基準価額は1万口当たりで表示しています。
※設定⽇は2009年7⽉31⽇です。
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Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
追加型投信／海外／債券

※ファンドの騰落率は、税引前分配⾦を再投資
したものとして計算しているため、実際の投資家
利回りとは異なります。

※分配⾦額は、収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。
分配対象額が少額の場合等には、分配を⾏わないことがあります。

※ファンドにはベンチマークがありません。

※ファンドの収益率は、税引前分配⾦を再投資したものとして計算しています。
※当年は昨年末と基準⽇の騰落率です。※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

当月の基準価額変動要因（参考）

※上記は簡便法で計算しており、その正確性、完全性等
を保証するものではありません。傾向を知るための目安とし
てご覧ください。
※インカム要因は前⽉末の時価直利から算出しています。
キャピタル要因等は債券の価格変動および売買コスト等を
含みます。
※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証
するものではありません。
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ファンドは、ファミリーファンド⽅式により運用を⾏っており、東京海上・ニッポン世界債券マザーファンドの資産の状況を記載しています。

※8ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

当資料は9ページ組となります 2025年12⽉30⽇現在

主要な資産の状況

保有債券の属性情報

資産構成（％）

※⽐率は保有債券の時価総額に占める割合です。
※+・-等の符号は省略して表示しています。

格付別構成（％）

※各保有債券の数値を加重平均した値です。
※保有債券の時価評価額を基に計算しています。
※繰上償還条項が付与されている銘柄は、基準⽇
以降最初の繰上償還予定⽇を使用して計算していま
す。
※修正デュレーションとは、⾦利がある⼀定割合で変
動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す
指標であり、その値が⼤きいほど、⾦利変動に対する
債券価格の変動が⼤きくなります。
※平均格付は、格付毎に点数化し、加重平均した結
果を四捨五入して表示しており、当ファンドの格付では
ありません。また、保有債券のうち、格付が取得できな
い場合は、除外して計算しています。

（注）格付は「ファンドの特⾊」に記載している格付機関のうち、原則として、個別債券格付、⺟体企業格付の中から上位の格付を集計、記載しています。
ただし、個別債券格付と⺟体企業格付がA-以上に該当しない銘柄については、発⾏体格付を含めて集計、記載しています。
そのため、個別債券格付はBBB+以下になることがあります。

⽇本の国債・社債との利回り⽐較

※短期⾦融資産等は、組入有価証券以外のもので
す｡
※⽐率は純資産総額に占める割合です。
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⽇本国債（円建） ︓⽇本国債 5年利回り
⽇本社債（円建） ︓NOMURA-BPI 除く国債 中期（3-7年）

⽇本社債
（円建）

⽇本国債
（円建）

東京海上・ニッポン世界債券
マザーファンドが保有する債券の

最終利回り（複利）

出所︓ブルームバーグ、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング
※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

通貨別および保有債券の通貨別の構成（％）

※⽐率は純資産総額に占める割合
です。
※通貨別⽐率は、為替予約取引
等を考慮して記載しています。
※保有債券の通貨別⽐率は、為替
予約取引等を⾏う前の⽐率です。

残存年限別構成（％）

※繰上償還条項が付与されている銘柄は、基準⽇以
降最初の繰上償還予定⽇を使用して計算しています。
※⽐率は純資産総額に占める割合です。
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出所︓ブルームバーグ

※⽐率は純資産総額に占める割合です。繰上償還条項が付与されている銘柄の償還⽇は、基準⽇以降最初の繰上償還予定⽇を表示しています。

組入上位10銘柄

※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

主要国の為替の動き（過去6カ月）
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Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

主要な資産の状況（続き）
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米国5年国債利回りの動き（過去6カ月）

※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。
※保有債券の組入通貨と平均残存期間を鑑みて、参考情報として⽶国5年国債
利回りの動きを掲載しています。
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ファンドマネージャーコメント

※NOMURA-BPI 除く国債 中期（3-7年）は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下、NFRC）が公表している指数で、その知的財産権は
NFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて⾏われる事業活動・サービスに関
し⼀切責任を負いません。

Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

＜市場概況＞
【⾦利動向︓⽶国債利回りは上昇】
⽶国債利回りは上昇しました。⽉前半、11⽉の⽶国ADP雇用統計が労働市場の冷え込みを示し、FRB（⽶連邦準備制度理事会）による
追加利下げ期待が⾼まったことで、⽶国債利回りは低下する場⾯があったものの、市場予想を上回る経済指標が相次いだことから、上昇基調
で推移しました。その後、FOMC（⽶連邦公開市場委員会）で利下げが決定され、事前の想定ほど⾦融引き締め的な牽制がみられなかったこ
とや、クリスマス休暇を前に持ち⾼調整の買いが入ったことなどから、⽶国債利回りは低下基調に転じたものの、⽉を通して上昇しました。

【スプレッド動向︓社債スプレッドは縮⼩】
グローバルの社債スプレッド（社債と国債の利回り格差）は、縮⼩しました。
AI（⼈工知能）関連投資のニュースに反応する神経質な展開となったものの、年末にかけて株式市場が持ち直すなかで社債スプレッドは縮⼩
し、⽉を通してみると社債スプレッドは縮⼩しました。
⽇系企業の外貨建て社債スプレッドもおおむね同様の動きとなりました。

【為替動向︓ユーロ、オーストラリア・ドルに対し円安基調で推移】
⽶ドル円為替レートはおおむね横ばいとなりました。⽉前半は、植田⽇銀総裁が追加利上げの是非に⾔及したことや、FOMCで利下げが決定さ
れたことなどから、⼀時円⾼が進⾏しました。しかし、その後は⽇本の2026年度予算案の規模拡⼤に伴う財政悪化懸念から、円安が進⾏する
など不安定な展開となりました。⽉後半には、⽇銀が追加利上げを決定したものの、材料出尽くし感から円売り・⽶ドル買いが優勢となる場⾯も
あり、⽉を通してはおおむね横ばいとなりました。
ユーロ円為替レートは円安ユーロ⾼となりました。⽉初、⽇銀による12⽉利上げの可能性が⾼まったことで、円⾼ユーロ安となる場⾯があったもの
の、その後、ECB（欧州中央銀⾏）が2026年後半にも利上げを開始するとの観測が⼀部で浮上したほか、⽇本の財政悪化に対する懸念が
意識されたことが円売り・ユーロ買いを促し、⽉を通しては円安ユーロ⾼となりました。
オーストラリア・ドル円為替レートは、円安オーストラリア・ドル⾼となりました。⽉初は、RBA（オーストラリア準備銀⾏）が⾦融政策理事会におい
てインフレへの警戒感を示したことなどから利上げへの転換が意識され、オーストラリア・ドル⾼となりました。その後は、オーストラリアの11⽉雇用者
数が市場予想を下回ったことで利上げへの転換期待が後退し、オーストラリア・ドル安となる局⾯がありましたが、⽇本の財政悪化懸念などから円
売りが活発となり、⽉を通じては円安オーストラリア・ドル⾼となりました。

＜運用状況＞
組入れセクターは、⾦融機関、商社や通信など業種分散に留意し、利回り向上等を企図したデュレーション調整など、市場動向に応じて妙味が
あると判断した取引を⾏いました。

＜今後の⾒通しと運用⽅針＞
⽶国債利回りは、関税政策によるインフレ⻑期化への懸念が残るものの、FRBは労働市場の下⽅リスクを注視しつつ利下げを継続する⾒込み
であり、緩やかな低下基調で推移する展開を予想します。
クレジット市場は、主要中央銀⾏の⾦融政策、⽶国のプライベートクレジットやテック企業の動向に左右され、ボラティリティ（変動性）の上昇に
留意が必要な環境が続くと考えます。
このような環境下、当ファンドが投資対象としている⽇系企業の多くは、強固な財務基盤を有していると判断していますが、⾦融政策の状況に応
じてデュレーションを適宜調整しつつ、銘柄の入れ替えも検討し、安定的な収益の確保を目指します。
通貨配分は、北⽶通貨圏、欧州通貨圏、オセアニア通貨圏にそれぞれ1/3ずつ投資して通貨分散を図ります。
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主として⽇系発⾏体の外貨建債券に投資します。
・

＜投資する債券の範囲＞

劣後債

・

先進3地域の通貨圏に分散投資します。
・
・

資⾦動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

・

・ 運用による損益は、全て投資者に帰属します。
・ 投資信託は預貯⾦や保険と異なります。
・ ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定されます。

■⾦利変動リスク ︓

■信用リスク ︓

■為替変動リスク ︓

■カントリーリスク ︓

■流動性リスク ︓

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※8ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

投資する有価証券等の値動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがありま
す。

公社債は、⼀般に⾦利が上昇した場合には価格は下落し、反対に⾦利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、
⾦利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。

⼀般に、公社債や短期⾦融商品等の発⾏体にデフォルト（債務不履⾏）が生じた場合、またはデフォルトが予想される場
合には、当該公社債等の価格は⼤幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデ
フォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。
為替レートは、各国・地域の⾦利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により⼤幅に変動することがありま
す。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円⾼⽅向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となりま
す。

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が
設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資⽅針に沿った運用が困難となることがあります。

受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資⾦の⼿当てを⾏うことがあります。その際、組入資産
の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも⼤幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となります。また、ファンドでは、⽐較的流動性の低い資産への投資を⾏うため、より流動性の
⾼い資産への投資を⾏うファンドと⽐べて、基準価額への影響度合いが⼤きくなる可能性があります。

発⾏体の経営破たん時に、借入⾦や普通社債等よりも債務弁済の順位が劣る債券のこと。その分、普通社債等に⽐べて利率が⾼くなります。償
還期限に定めのない「永久劣後債」と、償還期限がある「期限付劣後債」があります。

原則として、発⾏体（⺟体企業の格付を含みます。）がA格相当以上※の外貨建債券等を投資対象とします。
※Moody's社、S&P社、R&I社、JCR社、Fitch社のいずれかからA格相当以上の格付を取得しているもの

2.
通貨配分は、北⽶通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、通貨分散を図ります。
外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを⾏いません。

当資料は9ページ組となります 2025年12⽉30⽇現在

1.
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」を通じて、⽇系発⾏体（⽇本企業もしくはその⼦会社、⽇本の政府機関等）が世界で発
⾏する外貨建債券等に投資を⾏い、安定した収益の確保と信託財産の中⻑期的な成⻑を目標として運用を⾏います。

ファンドが実質的に投資対象とする外貨建債券は、⼀般事業法⼈が発⾏する社債や⾦融機関が発⾏する劣後債のほか、地⽅公共団体や国際協
⼒銀⾏等が発⾏する特殊債等です。海外で発⾏するため、海外現地法⼈等が発⾏体となっている場合があります。

ファンドの特⾊（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）

ファンドの主なリスクについて（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）

Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
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※8ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

当資料は9ページ組となります 2025年12⽉30⽇現在
Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

ファンドの純資産

分配⾦

分配⾦が⽀払われるイメージ

※分配⾦は、分配⽅針に基づき、分配対象額から⽀払われます。
分配対象額とは、

※上図はイメージ図であり、実際の分配⾦額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

①配当等収益（経費控除後）

 投資者のファンドの購入価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド
購入後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

※元本払戻⾦（特別分
配⾦）は実質的に元
本の⼀部払戻しとみな
され、その⾦額だけ個
別元本が減少します。
また、元本払戻⾦
（特別分配⾦）部分
は非課税扱いとなりま
す。

 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので
分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。

 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その
場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
益率を⽰すものではありません。

収益分配⾦に関する留意事項

普通分配⾦︓個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）︓個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

（注）普通分配⾦に対する課税については、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。

計算期間中に発⽣した収益を超えて⽀払われる場合

ケース
A ケース

B

前期決算⽇ 当期決算⽇
分配前

当期決算⽇
分配後

前期決算⽇ 当期決算⽇
分配前

当期決算⽇
分配後

*分配対象額
500円

*50円を
取崩し

*分配対象額
450円

*分配対象額
500円

*分配対象額
420円

*80円を
取崩し

*500円
（③+④） *450円

（③+④）

*500円
（③+④）

*420円
（③+④）

*80円

10,550円

10,450円

10,500円

10,400円

10,300円

10,500円

配当等収益
（①）20円

前期決算⽇から基準価額が上昇した場合 前期決算⽇から基準価額が下落した場合

分配⾦100円

分配⾦100円

*50円

期中収益
（①+②）50円

です。

元本払戻⾦
（特別分配⾦）

普通分配⾦

個別元本

分配⾦⽀払後
基準価額

投資者の
購入価額

（当初個別元本）
個別元本

分配⾦⽀払後
基準価額

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻⾦
（特別分配⾦）

分配⾦の⼀部が元本の⼀部払戻しに相当する場合 分配⾦の全部が元本の⼀部払戻しに相当する場合

②評価益を含む売買益（経費控除後） ③分配準備積⽴⾦ ④収益調整⾦
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購入単位 販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦単位 販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦ 原則として、換⾦申込受付⽇から起算して、5営業⽇目からお⽀払いします。

換⾦制限 ファンドの資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤口の換⾦には制限を設ける場合があります。
以下に該当する⽇には、購入・換⾦のお申込みができません。
・ ニューヨーク証券取引所の休業⽇
・ 英国証券取引所の休業⽇
・ オーストラリア証券取引所の休業⽇

信託期間 無期限（2009年7⽉31⽇設定）
以下に該当する場合等には、繰上償還することがあります。
・ 受益権の総口数が30億口を下回ることとなったとき
・ ファンドを償還することが受益者のため有利であると認めるとき
・ やむを得ない事情が発生したとき

決算⽇ 毎⽉20⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
※分配対象額が少額の場合等には、分配を⾏わないことがあります。
収益分配時の普通分配⾦、換⾦時および償還時の差益に対して課税されます。
課税上は株式投資信託として取扱われます。

配当控除および益⾦不算入制度の適用はありません。
※税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。

■投資者が直接的に負担する費用
購入価額に対して上限2.2％（税抜2％）の範囲内で販売会社が定める率をかけた額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 ありません。
■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

以下の費用・⼿数料等がファンドから⽀払われます。
・ 監査法⼈に⽀払うファンドの監査にかかる費用

ファンドの純資産総額に年率0.011％（税込）をかけた額（上限年66万円）
・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託⼿数料
・ 資産を外国で保管する場合にかかる費用
・ 信託事務等にかかる諸費用

※

※上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。

※8ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

課税関係 公募株式投資信託は、税法上、⼀定の条件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA」の適用対象となります。
ファンドは、「NISA」の対象ではありません。

購入時⼿数料

ファンドの純資産総額に年率1.232％（税抜1.12％）をかけた額とします。

その他の費用・
⼿数料

監査にかかる費用を除く上記の費用・⼿数料等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示すること
ができません。

申込締切時間 原則として午後3時30分までに、販売会社の⼿続きが完了したものを当⽇受付分とします。なお、販売会社により取扱いが
異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入・換⾦
申込不可⽇

繰上償還

収益分配

原則として、毎決算時に利⼦等収益の範囲内で継続的に安定した分配を⾏うことをめざします。また、6⽉と12⽉の決算時
においては、原則として利⼦等収益に売買益（評価益を含みます。）を付加した額から分配を⾏う場合があります。

当資料は9ページ組となります 2025年12⽉30⽇現在
Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

お申込みメモ（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）

ファンドの費⽤（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）
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■

■
■

■

■
   
■投資信託は、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
■投資信託は、預⾦および保険契約ではありません。また、預⾦保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
■登録⾦融機関から購入した投資信託は、投資者保護基⾦の補償対象ではありません。

■委託会社︓東京海上アセットマネジメント株式会社
ファンドの運用の指図を⾏います。

商号等︓ 東京海上アセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者　関東財務局⻑ (⾦商) 第361号

加入協会︓⼀般社団法⼈ 投資信託協会、⼀般社団法⼈ ⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取引業協会
■受託会社︓三井住友信託銀⾏株式会社

ファンドの財産の保管・管理を⾏います。
■販売会社

投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動し
ます。したがって、元本が保証されているものではありません。
投資信託は、⾦融機関の預⾦とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損
失は、全て投資家に帰属します。

当資料は9ページ組となります 2025年12⽉30⽇現在

当資料は、東京海上アセットマネジメントが作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込みに当たっては必ず投
資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧の上、ご自⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）は販売会社までご請求ください。
当資料の内容は作成⽇時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載された運用
実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

委託会社、その他関係法人

Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

当資料のお取扱いにおけるご注意
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⾦
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⾦
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⽇
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⾦
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⼀
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取
引
業
協
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株式会社 ⾜利銀⾏ ○ 関東財務局⻑（登⾦）第43号 ○ ○
株式会社 イオン銀⾏
（委託⾦融商品取引業者
マネックス証券株式会社）

○ 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○
株式会社 ＳＢＩ証券 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○
株式会社 ＳＢＩ新生銀⾏
（委託⾦融商品取引業者
株式会社 ＳＢＩ証券）

○ 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○

株式会社 ＳＢＩ新生銀⾏
（委託⾦融商品取引業者
マネックス証券株式会社）

○ 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○

九州ＦＧ証券株式会社 ○ 九州財務局⻑（⾦商）第18号 ○
株式会社 京都銀⾏ ○ 近畿財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○
株式会社 熊本銀⾏ ○ 九州財務局⻑（登⾦）第6号 ○
株式会社 三⼗三銀⾏ ○ 東海財務局⻑（登⾦）第16号 ○
株式会社 滋賀銀⾏ ○ 近畿財務局⻑（登⾦）第11号 ○ ○

商号（五十音順） 登録番号

加入協会
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前掲の販売会社または下記までお問い合わせください。
東京海上アセットマネジメント サービスデスク   ０１２０－７１２－０１６ 受付時間︓営業⽇の９時〜17時

ホームページ　https://www.tokiomarineam.co.jp/

※8ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

当資料は9ページ組となります 2025年12⽉30⽇現在

当ファンドの照会先

委託会社、その他関係法人

Monthly Report
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

※販売会社によっては、現在、新規申込みの取扱いを中止している場合があります。
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静銀ティーエム証券株式会社 ○ 東海財務局⻑（⾦商）第10号 ○
株式会社 ⼗⼋親和銀⾏ ○ 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号 ○
株式会社 ⼗六銀⾏ ○ 東海財務局⻑（登⾦）第7号 ○ ○
株式会社 ⼤光銀⾏ ○ 関東財務局⻑（登⾦）第61号 ○
株式会社 千葉銀⾏ ○ 関東財務局⻑（登⾦）第39号 ○ ○
東海東京証券株式会社 ○ 東海財務局⻑（⾦商）第140号 ○ ○ ○ ○
東洋証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第121号 ○ ○
株式会社 南都銀⾏ ○ 近畿財務局⻑（登⾦）第15号 ○
浜銀ＴＴ証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第1977号 ○
株式会社 東⽇本銀⾏ ○ 関東財務局⻑（登⾦）第52号 ○
株式会社 肥後銀⾏ ○ 九州財務局⻑（登⾦）第3号 ○
広島信用⾦庫 ○ 中国財務局⻑（登⾦）第44号 ○
株式会社 福岡銀⾏ ○ 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号 ○ ○
株式会社 北都銀⾏ ○ 東北財務局⻑（登⾦）第10号 ○
株式会社 北洋銀⾏ ○ 北海道財務局⻑（登⾦）第3号 ○ ○
北洋証券株式会社 ○ 北海道財務局⻑（⾦商）第1号 ○
松井証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○ ○
マネックス証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○
みずほ証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第94号 ○ ○ ○ ○
株式会社 武蔵野銀⾏ ○ 関東財務局⻑（登⾦）第38号 ○
株式会社 横浜銀⾏ ○ 関東財務局⻑（登⾦）第36号 ○ ○
楽天証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○

商号（五十音順） 登録番号

加入協会
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